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▼国の幼児教育・保育無償化の概要 ※「新しい経済政策パッケージ」及び「経済財政運営と改革の基本指
針（骨太の方針）2018」の内容より。詳細は今後も国で検討予定。

①財源
・消費税10%増税分1兆7,000億円と企業拠出金約3,000億円の合計2兆円のうち、幼児教育の無償
化に約8,000億円を充てる。

②実施時期と対象児童
・2019年10月から、3歳～5歳までのすべての子ども、0～2歳までの住民税非課税世帯の子どもに
ついて全面的に無償化措置の実施を目指す。
（当初予定していた、2019年4月から5歳児、2020年4月から3、4歳児及び0～2歳児住民税非課税世帯の子どもから変更）

③対象施設とサービス
・認定こども園、幼稚園、保育所（地域型保育事業については、住民税非課税世帯の子どものみ）
・保育の必要性の認定を受けた子どもで、認可保育所や認定こども園を利用できない者で、以下の
サービスを対象とする。（このほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も対象）
・幼稚園の預かり保育
・一般的にいう認可外保育施設、自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター及
び認可外の事業所内保育等のうち、指導監督基準を満たすもの。ただし、5年間の経過措置とし
て、指導監督基準を満たしていない場合でも対象。

・就学前の障がい児の発達支援（障害児通園施設）も無償化が決定されているが、認定こども園、
幼稚園、保育所と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象。

④無償化の金額
・認定こども園、保育所、認可外保育施設：月額3万7,000円（0～2歳（住民税非課税世帯）は月額4万2,000円）

・幼稚園：月額2万5,700円
・幼稚園の預かり保育：月額3万7,000円（幼稚園保育料の無償化上限額（月2万5,700円）を含む）
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広く国民が利用している3歳から5歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を
無償化する。なお、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、公平性の観点から、
同制度における利用者負担額を上限として無償化する。
幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声も反映する
検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及び公平性の観点から、
来年夏までに結論を出す。
こうした幼児教育の無償化については、消費税率引き上げの時期との関係で増収額に合わせて、

2019年4月から一部をスタートし、2020年4月から全面的に実施する。

～参考～
新しい経済政策パッケージについて（抜粋） 平成29年12月8日閣議決定

～参考～
経済財政運営と改革の基本指針2018（抜粋） 平成30年6月15日閣議決定

▼ 幼児教育の無償化
待機児童問題が最優先の課題であることに鑑み、「子育て安心プラン」による受け皿の整備を着実に
進めるとともに、「新しい経済政策パッケージ」での3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳まで
の住民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園の費用の無償化措置（子ども・子
育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、同制度における利用者負担額を上限）に加え、幼稚園、保育
所、認定こども園以外（以下「認可外保育施設」という。）の無償化措置の対象範囲等について、以下の
とおりとする。
（認可外保育施設の無償化の対象者・対象サービス）
対象者は、今般の認可外保育施設に対する無償化措置が、待機児童問題により認可保育所に入るこ
とができない子供に対する代替的な措置であることを踏まえ、認可保育所への入所要件と同一とする。
すなわち、保育の必要性があると認定された子供であって、認可保育所や認定こども園を利用できてい
ない者とする。
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対象となるサービスは、以下のとおりとする。
・幼稚園の預かり保育
・一般的にいう認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター及
び認可外の事業所内保育等のうち、指導監督の基準を満たすもの。ただし、5年間の経過措置とし
て、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける。

このほか、就学前の障害児の発達支援（いわゆる「障害児通園施設」）については、幼児教育の無償
化と併せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設
の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象とする。

（認可外保育施設の無償化の上限額）
無償化の上限額は、認可保育所の利用者との公平性の観点から、認可保育所における月額保育料
の全国平均額とする。幼稚園の預かり保育については、幼稚園保育料の無償化上限額を含めて、上述
の上限額まで無償とする。

（実施時期）
無償化措置の対象を認可外保育施設にも広げることにより、地方自治体において、幼稚園の預かり保
育や認可外保育施設の利用者に対する保育の必要性の認定に関する事務などが新たに生じることに
なることを踏まえ、無償化措置の実施時期については、2019 年4月と2020 年4月の段階的な実施ではな
く、認可、認可外を問わず、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の
子供について、2019 年10 月からの全面的な無償化措置の実施を目指す。

（認可施設への移行の促進）
今後、保育の質の確保が重要であることに鑑み、認可外保育施設の認可施設への移行促進策の強
化を検討し、指導監督基準を満たさない認可外保育施設も含め、認可施設への移行を加速化する。
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～参考～
幼児教育・保育無償化の具体的なイメージ

保育の必要性の認定事由に
該当する子ども
（3歳～5歳児）

保育の必要性の認定事由に
該当しない子ども
（3歳～5歳児）

幼稚園、保育所、
認定こども園

幼稚園の
預かり保育

認可外保育施設
（一般にいう認可外保育施設、

認証保育施設など）

ベビー

シッター など

認可外
保育施設

障害児
通園施設

幼稚園、
保育所、

認定こども園

幼稚園、
認定こども園

幼稚園の
預かり保育

障害児
通園施設

幼稚園、
認定こども園

利用

複数
利用

利用

複数
利用

無償
月額3万7千円まで

（幼稚園は月額2万5,700円まで）

幼稚園保育料の
無償化上限額を含め
月額3万7千円まで無償

月額3万7千円まで無償

月額3万7千円まで無償

ともに無償
（幼稚園は月額2万5,700円まで）

無償
月額3万7千円まで

（幼稚園は月額2万5,700円まで）

無償化の対象外

ともに無償
（幼稚園は月額2万5,700円まで）

住民税非課税世帯については、
0歳～2歳児についても同様の
考え方で無償化の対象。
（月額上限は4万2,000円まで無償）

※認可外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届出をし、
指導監督基準を満たすものに限る（ただし、5年間の経過措置あり）
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